
介護保険＋すこやか住宅改造助成事業 業務フロー R.4.4.1 

 
 ※介護保険とすこやか助成併用の場合、工事着工は、すこやか住宅改造助成金交付決定後 

  となります。事前着工した場合は、申請取り下げとなり、助成金がでませんのでご注意ください。           


